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平
成
21
年
2
月
の
開
設
を
目
指

し
て
細
谷
小
学
童
保
育
室
を
整
備
し

て
お
り
、
運
営
は
、
学
童
保
育
希
望

の
保
護
者
で
行
な
う
予
定
で
す
。

運
営
に
あ
た
り
保
護
者
会
に
お

い
て
学
童
保
育
の
指
導
員
を
次
の
と

お
り
募
集
し
ま
す
。
な
お
、
取
り
ま

と
め
は
児
童
福
祉
課
で
行
い
ま
す

が
、
面
接
等
の
日
程
等
は
後
日
、
保

護
者
会
よ
り
ご
連
絡
し
ま
す
。

・
年
齢
　
特
に
な
し
（
男
女
不
問
）

・
子
ど
も
が
好
き
な
方

・
経
験
者
優
遇
（
保
育
士
、
教
諭

免
許
等
）

（
土
日
休
み
）

通
　
常

午
後
1
時
〜
7
時

長
　
期
（
春
・
夏
・
冬
休
み
）

午
前
8
時
〜
午
後
7
時

若
干
名

履
歴
書
と
資
格
を
お
も
ち
の
方

は
、
資
格
証
な
ど
を
児
童
福
祉
課

ま
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

児
童
福
祉
課
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1
1
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母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
が
就
職

や
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
た
め
に
、

あ
ら
か
じ
め
指
定
さ
れ
た
教
育
訓

練
講
座
を
受
講
し
た
場
合
、
受
講

に
要
し
た
費
用
の
一
部
を
支
給
し

ま
す
。

次
の
①
か
ら
⑤
の
要
件
を
満
た

し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

①
下
野
市
に
住
所
を
有
し
て
い
る

こ
と

②
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
る
か
、
ま
た
は
同
様
の
所

得
水
準
に
あ
る
こ
と

③
雇
用
保
険
に
よ
る
教
育
訓
練
給

付
の
受
給
資
格
を
有
し
て
い
な

い
こ
と

④
教
育
訓
練
講
座
を
受
講
す
る
こ

と
が
就
職
や
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

こ
と

⑤
過
去
に
母
子
家
庭
自
立
支
援
教

育
訓
練
給
付
金
を
受
給
し
て
い

な
い
こ
と

対
象
講
座
の
入
学
料
、
受
講
料

の
合
計
額
の
20
％
に
相
当
す
る
額

（
上
限
は
10
万
円
、
下
限
は
4
千
円
）

雇
用
保
険
制
度
の
教
育
訓
練
講

座
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
講
座

（
例
）
パ
ソ
コ
ン
、
経
理
事
務
、
医

療
事
務
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
　
等

※
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
た
め

に
は
、
受
講
前
に
対
象
講
座
の

指
定
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
事
前
に
児
童
福
祉
課

へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

児
童
福
祉
課
子
育
て
支
援
グ
ル
ー
プ
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1
1
4

高
校
・
大
学
等
進
学
や
就
職
を

す
る
お
子
さ
ん
が
い
る
方
へ
、
必
要

な
資
金
の
貸
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
就
学
支
度
資
金
（
入
学
時
に
必

要
な
資
金
）

▼
修
学
資
金
（
授
業
料
、
書
籍
代

等
）

▼
就
職
支
度
資
金
（
就
職
に
必
要

な
被
服
等
の
購
入
資
金
）

※
た
だ
し
、
育
英
資
金
、
そ
の
他

の
制
度
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
他
に
、
技
能
習
得
資
金
、
修

業
資
金
、
生
活
資
金
、
結
婚
資
金
、

医
療
介
護
資
金
、
住
宅
資
金
等
の

貸
付
制
度
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、
児
童
福
祉
課
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

児
童
福
祉
課
子
育
て
支
援
グ
ル
ー
プ

1（
52
）1
1
1
4

12
月
20
日（
土
）

午
前
9
時
〜
正
午

石
橋
地
区
消
防
組
合

消
防
本
部
3
階
大
会
議
室

①
心
肺
蘇
生
法
実
技
　

②
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
取
り
扱
い

③
止
血
法
等30

名
（
参
加
無
料
）

石
橋
消
防
本
部
警
防
課
救
助
係

1（
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）6
1
6
7


